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第１ 本書の位置付け 

伊賀市小学校給食センター整備運営事業 落札者決定基準（以下「落札者決定基準」

という。）は、伊賀市（以下「市」という。）が伊賀市小学校給食センター整備運営事

業（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）の募

集及び選定を行うにあたり、本事業の入札参加者を対象に交付する「入札説明書」と

一体のものである。本書は、本事業の落札者を決定するにあたり、最も優れた提案を

行った入札参加者（以下「最優秀提案者」という。）を客観的に評価・選定するための

方法及び評価基準等を示し、入札参加者の提案に具体的な指針を示すものである。 

 

第２ 事業者選定の概要 

１ 事業者の選定方式 

本事業を実施する事業者は、施設整備、開業準備、維持管理、運営の各業務に関し

て、広範囲かつ専門的な技術・能力やノウハウを保有し、効率的かつ効果的に遂行す

ることが求められることから、事業者の選定にあたっては、入札価格及び提案内容（事

業計画の妥当性、施設や各種設備の機能・性能、各業務の遂行能力等）を総合的に評

価して落札者を決定する総合評価一般競争入札により行う。 

 

２ 事業者の選定方法 

事業者の選定は、参加資格審査と提案審査の２段階で実施する。 

参加資格審査は、入札参加者の参加資格の有無を確認する。 

提案審査は、参加資格審査を通過した入札参加者から提出された入札書類及び提案

書類に基づいて、「基礎審査」「加点審査」「価格審査」「総合評価値の算定」を行い、

最優秀提案者を選定する。 

 

３ 事業者の選定体制 

最優秀提案者の選定は、市が設置した「伊賀市小学校給食センター整備運営事業 PFI

事業者選定審査委員会」（以下「審査委員会）という。」において行う。 

審査委員会は、下表記載の６名の委員により構成し、審査は非公開とする。 

（敬称略） 

役 職 氏 名 役 職 

委員長 奥野 信宏 名古屋都市センター長 

副委員長 鈴木 賢一 名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授 

委員 森永 孝子 三重短期大学非常勤講師 

委員 羽原 伊久雄 公認会計士 

委員 大森 秀俊 伊賀市副市長 

委員 谷口 修一 伊賀市教育委員会事務局 学校教育推進監 

 入札参加者が、審査委員会の委員に対し、事業者の選定に関して自己に有利にな

ることを目的に接触等の働きかけを行った場合、当該入札参加者は失格とする。   
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第３ 審査の手順 

本事業の落札者は、以下に示す審査手順により決定する。 

 

  

入札参加資格を満たしていない場合

参加資格要件の確認

入札書類及び提案書類の確認

基礎審査

価格審査 加点審査

総合評価（総合評価値の算定）

最優秀提案者の選定

落札者の決定

参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付

入札書類及び提案書類の受付

入札価格の確認（開札）

失格

失格
不備・不足がある場合

失格
予定価格を超える場合

失格
基礎的な事項を満たしていない場合

入
札
価
格
の
開
示

【参加資格審査】 

【提案審査】 
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１ 参加資格審査 

市は、入札参加者から提出された参加表明書及び参加資格審査申請書類に基づいて、

入札説明書に示す入札参加者の参加資格要件を満たしていることを確認し、入札参加

資格を満たしていない場合は、失格とする。 

なお、参加資格審査の結果は、提案審査における評価に反映しないこととする。 

 

２ 提案審査 

（１）入札書類及び提案書類の確認 

市は、入札参加者から提出された入札書類及び提案書類について、入札説明書等の

指定通りに必要書類が形式上全て揃っていることを確認し、不備・不足がある場合は、

失格とする。 

 

（２）入札価格の確認 

市は、入札書に記載された入札価格が予定価格の範囲内であることを確認し、入札

価格が予定価格を超える場合は、失格とする。 

 

（３）基礎審査 

市は、提案書類の記載内容が基礎的な事項（入札説明書及び様式集に示す提案書類

の作成条件に違反事項がないこと、様式集に示す必要事項に未記載がないこと、入札

説明書に示す必要事項や要求水準書に示す要求水準の未達事項がないこと）を満たし

ていることを確認し、満たしていない場合は、失格とする。 

 

（４）加点審査 

審査委員会は、提案書類の記載内容について、「評価基準」（Ｐ４参照）に基づき、

「加点審査項目」（Ｐ４～13）に示す評価項目ごとに点数化を行う。 

性能点は 60点満点（事業計画：12点、施設整備計画：19点、開業準備計画：２点、

維持管理計画：７点、運営計画：20点）とし、評価基準は４段階評価とする。 

 

（５）価格審査 

市は、入札書に記載された金額について、「入札価格の点数化方法」（Ｐ14参照）に

基づき、点数化を行う。価格点は 40点満点とする。 

 

（６）総合評価及び最優秀提案者の選定 

審査委員会は、加点審査における性能点と価格審査における価格点の合計点（総合

評価値）が最も高い入札参加者を最優秀提案者として選定する。 

総合評価値が同点の入札参加者が複数いる場合は、加点審査における性能点が最も

高い者を最優秀提案者として選定する。この場合において、加点審査における性能点

も同点の場合は、当該参加者によるくじ引きにより最優秀提案者を決定する。 

総合評価値＝性能点（60点満点）＋価格点（40点満点） 
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＜ 評価基準 ＞ 

評価 評価基準 点数化の方法 

Ａ 特に優れた提案となっている 配点×1.00 

Ｂ 優れた提案となっている 配点×0.75 

Ｃ やや優れた提案となっている 配点×0.50 

Ｄ 要求水準を満たす程度の提案となっている 配点×0.25 

 

 

＜ 加点審査項目 ＞ 

（１）事業計画（計 12点） 

評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

・事業実施方針 

・事業実施体制 
３ 

①｢本事業の目的｣を理解し、｢本事業の基本コン

セプト｣を実現するための事業実施方針が適切

に提案されているか。 

②事業実施方針は、各業務に係る基本方針と整合

し、本事業の特徴や事業者が重視している点を

具体的に反映した内容になっているか。 

③事業実施方針を実現するための実施体制が適

切に提案されているか。 

④事業全体及び各業務のマネジメント体制につ

いて有効な提案がなされているか。 

⑤本事業を実施するＳＰＣの管理運営体制につ

いて有効な提案がなされているか。 

⑥設計・建設期間、開業準備期間、運営・維持管

理期間において、市との連絡・協議体制が具体

的に提案されているか。 

様式 

７-２ 

・資金調達･ 

返済計画 

・長期収支計画 

２ 

①本事業を円滑に実施できる確実な資金調達・返

済計画及び長期間にわたる安定的な収支計画

が提案されているか。 

②不測の事態が発生した際の資金需要への対応

について有効な提案がなされているか。 

様式 

７-３ 

７-７ 

～13 
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評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

リスク管理計画 ２ 

①本事業の特徴を踏まえたリスク対策（各種リス

クの負担・分担方法等）が明確かつ適切に提案

されているか。 

②リスクの顕在化を未然に防止し、本事業を安定

的に実施するための有効な方策が具体的に提

案されているか。 

③リスクが顕在化した場合の迅速な対応や影響

抑制、事業継続の有効な方策（各業務・各企業

のバックアップ体制等）が具体的に提案されて

いるか。 

④保険が適切に付保されているか。 

様式 

７-４ 

業務品質の確保 ２ 

①設計・建設期間、開業準備期間、運営・維持管

理期間において、各業務品質の維持・改善を図

るための有効な仕組み（セルフモニタリング方

法等）が具体的に提案されているか。 

②市が実施するモニタリングへの対応方法や協

力体制等が具体的に提案されているか。 

様式 

７-５ 

地域経済･地域

社会への貢献 
３ 

①市内に本店を有する企業の積極的な活用を図

るための具体的な提案（市内に本店を有する構

成員及び構成員の下請企業・再委託企業への発

注額・発注割合の明示、市内で生産・販売され

る建築資材等の活用など）がなされているか。 

②市民の雇用促進を図るための具体的な提案（採

用方法、雇用形態、市民雇用数の明示など）が

なされているか。 

③その他、地域経済・地域社会への貢献について

具体的に提案されているか。 

様式 

７-６ 
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（２）施設整備計画（計 19点） 

施設整備計画の評価は、下表記載の対応様式のほか、関係する図面集の様式を参照

して行う。 

評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

・設計方針 

・配置計画 

・外構計画 

３ 

①設計方針は、施設整備業務に係る基本方針と整

合し、本敷地の特徴や事業者が重視している点

を明確に反映した内容になっているか。 

②本施設の外観デザインは、周辺環境及び景観と

の調和に配慮して計画されているか。 

③施設本体及び附帯施設は、最大調理能力（4,000

食/日）を前提として周辺への影響（日照、騒

音、振動、臭気等）抑制や維持管理・運営面を

考慮し、適切かつ合理的な位置に計画されてい

るか。 

④隣接地に建設される保育園の配置や近隣の小

学校等に配慮し、保育園利用者・児童への影響

抑制や安全性の確保について、具体的に提案さ

れているか。 

⑤敷地内における各種車両（食材搬入車両、配送

車両、通勤車両等）及び歩行者の動線計画は、

安全性及び利便性が確保されているか。 

⑥敷地北東側の出入口は、車両出入時の視認性や

前面道路を通行する車両・歩行者等の安全性を

確保できるよう計画されているか。 

⑦本施設関係者以外の敷地内への侵入防止に配

慮して計画されているか。 

⑧敷地西側に設置する擁壁は、地盤の安定性を確

保できるよう計画されているか。 

⑨植栽を計画する場合、景観との調和や衛生管理

面、維持管理面に配慮して計画されているか。 

様式 

８-３ 
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評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

平面･動線計画 ４ 

①施設本体は、各年度の提供食数及び最大提供食

数を考慮して適切かつ合理的な規模で計画さ

れているか。 

②給食エリアと一般エリアは明確に区分し、業務

従事者と施設見学者等の動線が交差しないよ

う計画されているか。 

③安全で衛生的な学校給食を提供するため、汚染

作業区域及び非汚染作業区域は明確に区分し、

各区域の境界は交差汚染が発生しないよう配

慮して計画されているか。 

④各エリアの諸室は、衛生面・安全面・機能面等

を考慮して適切に配置し、円滑かつ効率的な動

線計画が提案されているか。 

⑤手づくり調理に配慮した適切な面積が計画さ

れているか。 

様式 

８-４ 

建築設備計画 ２ 

①給食エリアの空調・換気設備は、快適かつ衛生的

な室内環境が確保できるよう計画されているか。 

②提供食数の段階的増加に対応して建築設備を

効率的に稼働できるよう計画されているか。 

③環境負荷の低減（二酸化炭素の発生抑制、給食

残渣の減量化等）を実現するための効果的かつ

具体的な計画が提案されているか。 

様式 

８-５ 
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評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

・調理設備等調

達･設置計画 

・食器・食缶等

調達計画 

・調理備品等調

達計画 

３ 

①調理設備等の能力及び台数は、提供食数や献

立、配送校の給食開始時間等を考慮し、児童が

安全・安心な給食を調理後２時間以内に喫食可

能となるよう適切に計画されているか。 

②調理設備等は、衛生管理面、操作の安全性・容

易性、作業環境の快適性などに配慮して適切に

計画されているか。 

③調理設備等は、市が想定している手づくり献立

や混ぜご飯、炊き込みご飯などに円滑に対応で

きるよう計画されているか。 

④提供食数の段階的な増加に対応して調理設備

等を効率的に稼働できるよう計画されている

か。 

⑤食器は、安全性や耐久性に優れ、衛生的で児童が

使いやすいものが提案されているか。 

⑥食缶は、安全性や耐久性、保温性、保冷性に優れ、

衛生的で児童が使いやすいものが提案されてい

るか。 

⑦調理備品等は、衛生管理面や安全性、効率性等

に配慮したものが具体的に提案されているか。 

⑧調理設備等の増設・追加調達業務に関して、増

設・追加する機器名・実施時期・理由等が具体

的に提案されているか。（供用開始年度から最

大 4,000 食/日の調理能力を確保する計画を提

案する場合、事業期間を通じた費用の縮減額な

ど、有効な提案がなされているか。） 

様式 

８-６ 

アレルギー対応

食調理室計画 
１ 

①アレルギー対応食専用調理室は、通常食の食材

や作業動線に留意し、安全性を考慮して適切に

配置されているか。 

②アレルギー対応食専用調理室内は、市が指示す

る多様な除去対象食材を安全かつ確実に調

理・配缶できる計画となっているか。 

様式 

８-７ 

   



9 

評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

食育関連計画 １ 

①見学用通路及び展示ホールは、コンパクトな計

画にするとともに、会議室との動線に配慮し、

食育の推進に効果的に活用できるよう具体的

に提案されているか。 

②展示ホールへの展示物及び掲示物等について、

施設見学者等への食育推進の観点から効果的

かつ具体的な内容が提案されているか。 

③多様な施設見学者等を想定し、ユニバーサルデ

ザイン、バリアフリーを考慮した計画となって

いるか。 

様式 

８-８ 

ＬＣＣ削減計画 ２ 

①外部仕上げ及び各エリアの内部仕上げは、衛生

管理面及び維持管理面の効率性・安全性に配慮

されているか。 

②建築物・建築設備・調理設備等の長寿命化やラ

イフサイクルコスト（光熱水費、事業期間中の

維持管理費及び事業期間終了後の大規模修繕

費・更新費等を含む）の削減を実現するための

効果的かつ具体的な計画が提案されているか。 

③施設備品等は、各諸室の機能面や耐久性、維持

管理面を考慮して提案されているか。 

様式 

８-９ 

施工計画 ３ 

①設計・施工スケジュール及び工程管理計画が詳

細かつ具体的に提案されているか。 

②設計・建設期間中の市との効果的な連絡・協議

方法が具体的に提案されているか。 

③施工に関する品質管理・安全管理計画が具体的

に提案されているか。 

④建設工事に伴い、隣接地に建設される保育園や近

隣の小学校及び住民等に及ぼす影響（騒音、振動、

悪臭、粉塵等の発生、排水処理及び敷地周辺道路

の泥汚れ、交通量の増加など）を最小限に抑制す

るための配慮や工夫が具体的に提案されている

か。 

様式 

８-10 
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（３）開業準備計画（計２点） 

評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

開業準備業務 ２ 

①開業準備方針は、開業準備業務に係る基本方針

と整合し、各業務の工夫や事業者が重視してい

る点を明確に反映した内容になっているか。 

②開業準備スケジュールが詳細かつ具体的に提

案されているか。 

③開業準備業務を円滑かつ効率的に遂行できる

体制が具体的に提案されているか。 

④開業準備期間中の市との効果的な連絡・協議方

法が具体的に提案されているか。 

⑤業務従事者への研修及び調理・配送リハーサル

の実施回数や内容が具体的に提案されている

か。 

⑥パンフレット・ＤＶＤの作成方針や内容が具体

的に提案されているか。 

様式 

９-２ 
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（４）維持管理計画（計７点） 

評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

・維持管理方針 

・維持管理業務

実施体制 

２ 

①維持管理方針は、維持管理業務に係る基本方針

と整合し、各業務の工夫や事業者が重視してい

る点を明確に反映した内容になっているか。 

②維持管理業務全体及び各業務を円滑かつ効率的

に遂行できる体制・指揮命令系統が具体的に提案

されているか。 

③維持管理期間中の市との効果的な連絡・協議方

法及び事業者間・関係機関等への連絡・報告方

法が具体的に提案されているか。 

④不具合・故障等や非常時・緊急時等における迅

速かつ効果的な対応方法が提案されているか。 

様式 

10-２ 

各維持管理業務

計画 
３ 

①建築物、建築設備、調理設備等、食器・食缶等、

施設備品等、外構等の保守管理業務（修繕・更

新除く）について、運営業務に支障をきたさず、

正常な機能・性能を保持するための有効な方策

が具体的に提案されているか。 

②清掃業務について、清潔かつ衛生的な状態を保

持するための有効な方策が具体的に提案され

ているか。 

③警備業務について、適切かつ効果的な機械警備

計画が提案されているか。 

様式 

10-３ 

修繕計画 ２ 

①予防保全を基本とする計画的かつ具体的な修

繕・更新の実施計画が提案されているか。 

②事業期間終了日から１年間以内に建築物・建築

設備・調理設備等の大規模修繕が発生しないよ

う有効な方策が具体的に提案されているか。 

様式 

10-４ 

10-５ 
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（５）運営計画（計 20点） 

評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

・運営方針 

・運営業務実施

体制 

・食育支援業務 

４ 

①運営方針は、運営業務に係る基本方針と整合

し、各業務の工夫や事業者が重視している点を

明確に反映した内容になっているか。 

②運営業務全体及び各業務を円滑かつ効率的に

遂行できる体制・指揮命令系統が具体的に提案

されているか。 

③提供食数の段階的な増加に対応して、業務従事者

を適切に確保・配置できるよう計画されているか。 

④運営期間中の市との効果的な連絡・協議方法及

び事業者間・関係機関等への連絡・報告方法が

具体的に提案されているか。 

⑤非常時・緊急時等（調理事故の発生時を含む）

における迅速かつ効果的な対応方法が提案さ

れているか。 

⑥運営業務マニュアル及び業務従事者への教育・

研修等の内容が具体的に提案されているか。 

⑦市が実施する食育推進活動を支援する取り組

みについて、効果的かつ具体的な内容が提案さ

れているか。 

⑧災害等の発生時において、市の判断により本施

設を使用して炊き出し等を行う場合の協力体

制や内容が具体的に提案されているか。 

様式 

11-２ 

食材等の検収補

助･保管業務 
１ 

①食材等の検収補助・保管業務について、円滑か

つ効率的な遂行方法が提案されているか。 

様式 

11-３ 

調理等業務 ５ 

①児童がおいしい給食を調理後２時間以内に喫

食可能となるような有効な方策が具体的に提

案されているか。 

②異物混入及び食中毒を未然に防止するための

有効な方策が具体的に提案されているか。 

③市が想定している手づくり献立や混ぜご飯、炊

き込みご飯などを円滑に調理するための有効

な方策が具体的に提案されているか。 

④アレルギー対応食を安全かつ確実に提供でき

る体制及び方策が具体的に提案されているか。 

様式 

11-４ 

11-５ 
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評価項目 配点 主な評価の視点 対応様式 

衛生管理業務 ５ 

①調理作業中の衛生管理について、基本的な考え

方や特徴、管理項目・作業内容等に関する適切

な計画及び有効な方策が具体的に提案されて

いるか。 

②業務従事者の衛生管理について、有効な方策が

具体的に提案されているか。 

③業務従事者の健康管理について、有効な方策が

具体的に提案されているか。 

④衛生検査業務（日常検査、定期検査、臨時検査

等）の内容が具体的に提案されているか。また、

衛生検査の結果、不備や異常等が確認された場

合の対応について適切に提案されているか。 

様式 

11-６ 

洗浄消毒･残渣

等処理業務 
２ 

①調理設備・調理備品等及び食器・食缶・コンテナ

等の洗浄・消毒、乾燥・保管方法について、衛生

管理面及び効率性を考慮して提案されているか。 

②残滓等の減量化及び処分方法について、有効な

方策が具体的に提案されているか。 

様式 

11-７ 

・給食配送･回収

業務 

・配送車両の調

達･維持管理

業務 

３ 

①児童が調理後２時間以内に喫食可能となるよ

うな給食配送・回収業務を円滑かつ効率的に遂

行できる体制が具体的に提案されているか。 

②隣接地に建設される保育園の出入口や近隣の

小学校の通学路、各配送校までの交通事情、配

送校での所要時間等を十分に考慮して、確実な

「配送・回収計画」が提案されているか。 

③給食配送・回収業務及び業務従事者の衛生管

理・安全管理について、有効な方策が具体的に

提案されているか。 

④アレルギー対応食専用容器の誤配送を防止し、

安全かつ確実に配送する方法について具体的

に提案されているか。 

⑤配送車両の調達・更新について、配送対象校数

や耐用年数等を考慮して、効率的に計画されて

いるか。 

様式 

11-８ 

11-９ 
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＜ 入札価格の点数化方法 ＞ 

価格点＝４０点×(最低入札価格／当該入札価格)２ 

・入札参加者のうち、入札価格が最低となった者を第１位として、価格点の満点（40点）

を付与する。 

・その他の入札参加者の価格点は、第１位の入札価格（最低入札価格）と当該入札参加

者の入札価格（当該入札価格）との比率により算出（小数点以下第３位を四捨五入）

する。 

 

 

３ 落札者の決定 

市は、審査委員会の審査結果を踏まえて、落札者を決定する。 

落札者の決定結果は、市ホームページに公表する。 
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